
高山市監査委員告示第２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項及び高山市監査委員条例（昭和５６年

高山市条例第３０号）第９条の規定により、定期監査（上期）の結果を別紙のとおり公表する。

令和８年５月２８日

高山市監査委員

佐 藤 昇
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